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１１１１．．．．推進計画策定推進計画策定推進計画策定推進計画策定のののの目的目的目的目的

本推進計画は「第３次南丹市行政改革大綱」に掲げる、今後改善を図っていくべき１６項目について、それぞれ目標年次を定め、計画的に推進していくため策定するものである。

２２２２．．．．推進計画推進計画推進計画推進計画のののの実施期間実施期間実施期間実施期間

　 本推進計画の実施機関は、平成２９年度から平成３３年度までの５年間とする。ただし、行政改革大綱や推進計画に掲げた事項以外に新たに取り組むべきものが生じた場合には、追加や変更

をするものとする。

３３３３．．．．推進計画推進計画推進計画推進計画のののの進行管理進行管理進行管理進行管理

大綱に基づく行財政改革を確実に推進するため、本推進計画の具体的な取り組みについては、実施状況を毎年度公表します。

毎年度の取り組み内容は、南丹市行政会議（平成21年規則第21号）を活用して適切な進行管理を行うとともに、実施内容の見直し・改定を行います。

４４４４．．．．推進計画推進計画推進計画推進計画のののの目標等目標等目標等目標等

将来を見据えた健全で安定した財政基盤の確立のため、次の目標を掲げ、行財政改革に取り組む。

（１）財政健全化の目標

（２）財政規模の目途

５５５５．．．．推進計画推進計画推進計画推進計画のののの主主主主なななな取取取取りりりり組組組組みみみみ

別表のとおり

指標

平成２７年度

（実績）

平成３３年度

（目標）

備考

経常収支比率

９０．８％ ９５．３％を超えない

財政構造の弾力性を測定する指標。低ければ低いほど財政運営に弾力性があり、政策的に使え

るお金が多くあることを示す。

実質公債費比率

１３．３％ １５．５％以内

財政規模に対する借金返済額の割合を示すもの。１８％を超えると起債発行に京都府知事の許

可が必要となる。早期健全化基準は２５％。

普通会計歳出決算規模

２３７億円 　　　２００億円程度 財政の健全化を維持するための指標として、平成３３年度の歳出の決算規模。

将来負担比率

１１０．３％ １４６．９％以内 第三セクターや公社を含めた市の負債総額を財政規模と比べたもの。早期健全化基準は３５０％。

指標

平成２７年度

（実績）

平成３３年度

（目標）

備考
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南 丹 市 行 政 改 革 推 進 計 画 の 主 な 取 り 組 み

第１節　持続力のある財政基盤の強化

H29 H30 H31 H32 H33 所管窓口 実施担当

１ 中・長期的展望に立った財政運営

地方交付税の減額が見込まれるほか、新市建設計画の事業、公債

費の見込みなどを考慮した財政計画を作成する。

- 財務課

平成30年度作成

限られた財源を有効に活用し、収支のバランスを考慮しながら重点

的・効果的な予算編成を行い、計画的な財政運営に努める。

- 財務課

・経常収支比率

95.3％を超えない

統一的な基準による地方公会計制度を導入し、財務書類の作成・

分析を通じて財政状況を分かりやすく公表し、財政面の課題等を

明らかにする。 - 財務課

資産の適切な把握と損益・資本取引を区分した民間企業並みの会

計基準に移行する。

- 下水道課

２ 自主財源の確保

既誘致企業の地元雇用の拡大を支援するととともに、新たな企業の

誘致を推進する。

- 商工観光課

使用料及び手数料の見直しについては、受益者負担の原則に基

づき公平性及び均衡性を確保し、適正な受益者負担金に見直しを

行う。 財務課 業務担当課

負担基準の作成

（29年度）

実施（30年度）

売却可能な遊休財産の洗い出しを行い、有効活用や民間等への

売却処分を進める。

財務課 業務担当課

平成33年度

累積　１０件

市の資産に民間企業等の広告を掲載することにより、自主財源を

確保する。また、市の施設等に愛称を付ける権利（命名権）を企業

等に賃貸することで、当該施設の維持修繕等の費用等について新

たな財源の確保を図る。

- 業務担当課

南丹ブランドを確立し、地域経済の活性化による税収等の確保に

努める。

-

商工観光課

農政課

・農産物を活用し

た南丹ブランド推

進の協議組織設

置

・食のブランド認

証制度創設

ふるさと南丹応援寄附金（ふるさと納税）の周知を図るとともに、寄

附しやすい環境の整備を進め、寄附金の増収による自主財源の確

保に努める。 - 地域振興課

寄附税制の趣旨

に反する事が無

いよう注意し、寄

付金額を増やす。

平成33年度目標

　１－１－１　中・長期財政計画の策定

　１－１－２　合併特例期間終了を見据えた財政運営

　１－１－４　公営企業会計の整備

取　　り　　組　　み　　事　　項 取          組          内          容

目　　標　　年　　度 関   係   部   署

　１－１－３　統一的な基準による地方公会計の整備

　１－２－１　企業誘致等の推進

　１－２－２　使用料・手数料等の公平かつ適正な見直し

　１－２－３　遊休財産の売却

　１－２－４　広告収入等の自主財源の模索

　１－２－５　自然を活かしたまちづくりの推進

　１－２－６　ふるさと南丹応援寄附金（ふるさと納税）の推進

検 討

継 続

実 施

検 討

実 施

継 続

継 続

継 続

実 施

実 施

実 施

実 施

検 討

検 討

検 討

検 討
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南 丹 市 行 政 改 革 推 進 計 画 の 主 な 取 り 組 み

第１節　持続力のある財政基盤の強化

H29 H30 H31 H32 H33 所管窓口 実施担当

平成33年度目標取　　り　　組　　み　　事　　項 取          組          内          容

目　　標　　年　　度 関   係   部   署

市が保有する公債権と私債権それぞれについて、支払督促等を行

ない、未収金の縮減を図るとともに、適正で効率的な債権管理を行

う。 - 業務担当課

債権管理条例の

制定・実施

３ 経費の節減・事務の合理化

業務効率向上のため、業務手順及び業務量の「見える化」を行い、

人員配置などその活用を図る。

総務課 業務担当課

南丹市職員定員適正化計画に基づき、職員数の適正化に努めな

がら、人件費の抑制と職員給与の適正化を図る。

- 総務課

予算編成時において事務的経費や内部管理経費の節減に努め

る。

財務課 業務担当課

毎年5％削減

各事業について終期を設け、一定期間実施後に効果の検証を行

い、事業の見直しを行う。また、全ての補助金について、補助期間

の設定を行います。

財務課 業務担当課

単費事業の見直

しの方針策定（32

年度）

現状の事務書類、会議、窓口業務等について検証と見直しを行

い、ペーパーレスの推進や会議等の統廃合を図る。

総務課 業務担当課

補助金等審議会を設置し、効果及び必要性について検証し、補助

金等審議会の意見を踏まえて各種補助金や負担金の見直しを行

う。

財務課 業務担当課

見直し方針をまと

める（Ｈ32年度）

事務事業の中から「縮小・削減・統合・再編・外部委託」等が可能な

ものを洗い出し、事務事業のさらなる効率化を図る。

財務課 業務担当課

事務事業の方向

性を出す。

４ アウトソーシングの推進

民間の活力を積極的に推進するため、民間委託推進委員会を立

ち上げ、民間委託推進計画を策定し、民間委託を実施する。

財務課 業務担当課

条例制定、調査、委

員会設置（29年

度）、検討（30年度）

計画策定（31年

度）、実施（32年度）

公営住宅・バス事業に関して、その役割や需要を踏まえ、効果的、

効率的な活用を進めるとともに、入居者・利用者の利用環境等の向

上を図る。 -

住宅課

地域振興課

　１－３－１　業務の見える化の推進

　１－３－２　人件費の抑制、給与の適正化

　１－２－７　適切な債権管理の推進

　１－４－２　公営住宅・バス事業の効率的な運営のあり方の検討

　１－３－７　事務事業評価の実施と公表

　１－３－６　市補助金の見直し

　１－４－１　民間委託推進計画の策定と実施

　１－３－５　業務におけるムダの排除

　１－３－３　予算編成における事務的経費等の節減

　１－３－４　単費事業等の終期の設定

実 施

継 続

継 続

実 施

実 施

実 施

実 施

実 施

実 施

実 施

検 討

検 討

検 討

検 討

検 討

検 討

検 討

検 討

-　3　-



南 丹 市 行 政 改 革 推 進 計 画 の 主 な 取 り 組 み

第１節　持続力のある財政基盤の強化

H29 H30 H31 H32 H33 所管窓口 実施担当

平成33年度目標取　　り　　組　　み　　事　　項 取          組          内          容

目　　標　　年　　度 関   係   部   署

公の施設について、導入可能な施設については、指定管理者制度

を導入し、指定管理者の評価、検証を行う。

財務課 業務担当課

評価モニタリング

方針、制度構築

（29年度）、実施

（30年度）

５ 市有財産の適正化と有効活用

公共施設等総合管理計画に基づき、長期的な視点のもとで、公共

施設の更新・統廃合、長寿命化を推進する。

財務課 業務担当課

再配置計画の策

定（30年度）、Ｈ31

年度から随時実

施

適切な施設規模や民営化等を含めた検討を行い、効率的・効果的

な運営の在り方を検討する。

子育て支援課

業務担当課

老朽化した車両や稼働率等を調査・把握し、保有台数の削減を行

ない維持経費を縮減する。車両の更新については、計画的な更新

と多様な調達方法を検討したうえで適正配置を進める。 総務課 業務担当課

小学校跡地の利活用については、地域活性化の視点から十分検

討し、有効活用等を図る。

地域振興課 業務担当課

地域との話し合いを

重ね、有効に活用

できる方法につい

ての検討を行う。

借地の必要性や借地料の妥当性を検証し、適正化を図る。

財務課 業務担当課

借地の洗い出し

（29年度）、妥当

性の検証（30年

度）、適正化（31

年度）

６ 広域連携の推進

効率的で質の高い行政サービスを提供するため、市町の区域にと

らわれない広域の地域資源を共有するとともに、近隣市町との連携

や協力をより強化し、事務の効率化と事務量・経費の削減を図る。

定住・企画

戦略課

業務担当課

効率的で効果的な行政運営のため、情報システムの利活用を推進

し、システムの運用において、共通化や共同利用など、効率的な取

り組みを行い、情報システムに係る経費等の削減等に取り組む。 情報政策課 業務担当課

　１－５－１　公共施設等の適正化

　１－５－４　小学校跡地の利活用の推進

　１－４－３　指定管理者の評価、検証の実施

　１－５－３　公用車の適正配置の推進

　１－５－２　保育所・幼稚園の効率的・効果的な運営のあり方の検討

　１－５－５　借地の適正化

　１－６－１　広域連携の推進

　１－６－２　情報システム等のクラウド化の推進

検 討

検 討 実 施

実 施

継 続

継 続

継 続

実 施

実 施

実 施

検 討

検 討

検 討
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南 丹 市 行 政 改 革 推 進 計 画 の 主 な 取 り 組 み

第２節　市役所・職員の変革

H29 H30 H31 H32 H33 所管窓口 実施担当

１ 優れた人材の確保

優れた人材を確保するため、情報媒体等のツールを利用し、広く周

知・案内を実施する。

- 総務課

行政ニーズが多様化している中で、再任用職員の任用を推進し、

効果的、効率的に配置します。

総務課 業務担当課

昇任試験については、有能な人材の発掘及び組織の活性化など

の視点から、昇任試験等の導入について検討する。

- 総務課

２ 多様な能力を持った職員の育成

少ない人員と財源で、より高度で質の高い行政サービスを提供する

ことに努め、職員がそれぞれの職場で能力を発揮することを支援す

る。 総務課 業務担当課

人材育成基本方

針を見直し、計画

に基づき人材育

成を進める

人材育成の基本である「自己啓発」を積極的に支援し、職務の的確

な遂行に必要な知識・技術の習得を図る「研修」の機会を充実させ

る。 総務課 業務担当課

人事評価制度を導入し、職員の能力開発、人材育成、組織の活性

化を図る。

- 総務課

若手職員を中心に計画的なジョブローテーションを行い、業務遂行

の中で職員の能力向上を図る。

- 総務課

職種別に職員の定員管理を進め、業務量を踏まえた適正な人員数

の配置及び職員の意欲や適性等に配慮した配置により効率的か

つ効果的な行政運営を図る。 - 総務課

国、府またはそれに準じた団体などへ職員を積極的に派遣し、高

度な専門知識の習得や幅広い視野を培うために、研修受講を推進

する。 - 総務課

職員提案制度を導入し、より多くの職員提案が得られるよう、自主

的な活動の促進及び活力ある職場づくりに努め、必要に応じて見

直しを行う。 総務課 業務担当課

関   係   部   署

平成33年度目標

　２－１－１　採用情報の周知

　２－１－３　昇任制度等の検討

取　　り　　組　　み　　事　　項 取          組          内          容

目　　標　　年　　度

　２－１－２　専門職員や再任用職員等の任用促進

　２－２－５　職員の適正配置の最適化

　２－２－６　人事交流の推進

　２－２－７　職員提案制度の奨励

　２－２－１　人材育成方針に基づく職員の育成

　２－２－２　自己啓発への支援

　２－２－３　人事評価制度の活用

　２－２－４　人事ローテーションの推進

継 続

継 続

実 施

実 施

実 施

実 施

実 施

実 施

実 施

実 施

検 討

検 討

検 討

検 討

検 討

検 討

検 討

検 討
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南 丹 市 行 政 改 革 推 進 計 画 の 主 な 取 り 組 み

第２節　市役所・職員の変革

H29 H30 H31 H32 H33 所管窓口 実施担当

関   係   部   署

平成33年度目標取　　り　　組　　み　　事　　項 取          組          内          容

目　　標　　年　　度

職員の意識改革をはじめ、政策形成能力等を育成する実践的な研

修等の実施ほか、自己啓発の促進を図る。

総務課 業務担当課

３ 女性が活躍できる環境づくり

性別だけでなく年齢にもとらわれず、職員の意欲と能力に基づいた

管理職等を積極的に登用する。

- 総務課

女性が活躍しやすい環境づくりを目指し、ワーク・ライフ・バランスに

配慮した勤務環境の整備や職員の意識改革を進める。

総務課 業務担当課

４ 職場環境の向上

「どうすれば定時に帰れるか検討会」を設置し、アウトソーシング、事

務事業のスクラップなどを検討し、時間外勤務の縮減を図る。

総務課 業務担当課

働きやすい職場環境の向上に向け、職員間のコミュニケーションの

活発化に資する機会が充実する取り組みを推進する。

総務課 業務担当課

職員自身に対する健康管理の意識啓発や職員研修を実施する。

総務課 業務担当課

職員は、時間外勤務縮減のための取組みの趣旨を認識し、「仕事

は時間内に終える」意識の徹底を図る。また、特定事業主行動計画

に基づき職員が安心して働き続けられる環境の整備に努める。 総務課 業務担当課

５ 簡素で効果的な組織体制の構築

新たな行政課題や複雑・多様化する市民ニーズに的確に対応する

機能的な組織機構、効率・簡素化の両立をめざした組織機構の確

立を推進する。 -

定住・企画

戦略課

職員によるプロジェクトチームを活用して、既存の組織の枠を超え

た政策課題を解決等するための取り組みを行う。

定住・企画

戦略課

業務担当課

市民ニーズの変化や社会の変化に対応するために、随時組織機

構の見直しをします。また、市庁舎の整備に合わせて組織機構の

見直し行い、市民の利便性を高める窓口を整備する。 -

定住・企画

戦略課

　２－４－３　メンタルヘルス対策の強化

　２－３－１　女性の管理職の登用

　２－３－２　女性職員が活躍するための 特定事業主行動計画

                 の推進

　２－５－１　効率的な推進体制の確立

　２－５－２　プロジェクトの活用

　２－５－３　組織機構の見直し

　２－４－４　ワーク・ライフ・バランスの推進

　２－４－１　時間外勤務縮減に向けた検討会の設置

　２－４－２　コミュニケーションの活発化

　２－２－８　政策立案能力の育成

継 続

継 続

継 続

継 続

継 続

継 続

継 続

実 施

実 施

実 施

検 討

検 討

検 討
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南 丹 市 行 政 改 革 推 進 計 画 の 主 な 取 り 組 み

第２節　市役所・職員の変革

H29 H30 H31 H32 H33 所管窓口 実施担当

関   係   部   署

平成33年度目標取　　り　　組　　み　　事　　項 取          組          内          容

目　　標　　年　　度

支所の役割を考慮し、市民の利便性の向上と効率的な事務執行の

ため、本庁組織体制の見直しと併せて支所のあり方を検討する。

定住・企画

戦略課

業務担当課

補助金団体を含む各種団体に対する行政の関与を見直し、事務の

縮減に努める。

- 業務担当課

　２－５－５　団体事務の見直し

　２－５－４　支所のあり方の検討

継 続

継 続
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南 丹 市 行 政 改 革 推 進 計 画 の 主 な 取 り 組 み

第３節　市民とともに高め合う行政サービスの向上

H29 H30 H31 H32 H33 所管窓口 実施担当

１ 市民参画の推進

地域社会を支えていくため、地域住民が主体となる地域づくりへの

適切な助言等を行う。

地域振興課 業務担当課

市民提案型事業に

よる活動団体間の

連携を進め、取り組

み内容の深化を目

指す。

自主的なまちづくり活動が継続性を持って行えるよう、活動に利用

できる場所を確保するなど活動拠点の整備を進める。

地域振興課 業務担当課

それぞれの地域が

抱える課題を捉え、

必要があれば拠点

の整備を行う。

旧町意識を払拭する市民意識の変革の取り組みを行政と市民が一

体となって推進する。

地域振興課 業務担当課

住民主体事業の調査を行い、関係団体等と行政等との調整で合意

が得られた事業の協力の推進を図る。

地域振興課 業務担当課

中間支援組織との関

係をこれまで以上に

密にして、現状を把

握し、事業に反映で

きるように努める。

市民に重点政策、主要事業などについて理解を得るとともに、市政

に対する意見や要望などを通じて市民参加の機会の拡充を図りま

す。審議会や協議会などへの女性登用の推進を図り、女性枠の確

保など実効性のある方法を検討する。

情報政策課 業務担当課

２ 市民等の協働の促進

NPO、ボランティアなどまちづくりの多様な担い手を育成し、一人で

も多くの市民が参加し、年齢や地域を越えて共に手を携え、力を発

揮できる仕組みを構築する。 地域振興課 業務担当課

市民と行政等との協働のまちづくりを推進し、地域の課題解決と活

性化を図る

地域振興課 業務担当課

３ 市民サービスの向上

職員一人ひとりが市民サービスの向上に努めることを意識し、業務

改善に取り組む。

総務課 業務担当課

行政手続きの簡素化を推進することにより、市民の負担軽減及び

行政運営の効率化を図る。

総務課 業務担当課

個人情報やプライバシーに配慮した窓口環境を構築し、一元化さ

れた総合窓口の開設の検討をする。

総務課 業務担当課

　３－３－３　総合窓口の開設等の検討

　３－３－１　業務改善の推進

　３－３－２　行政手続きの簡素化

　３－２－１　多様な主体間のコーディネートの推進

　３－２－２　行政と企業、ＮＰＯ、大学等の連携

　３－１－５　審議会等への市民参加の推進

関   係   部   署

平成33年度目標

　３－１－１　市民活動団体等の活性化

　３－１－２　まちづくり活動拠点の整備

　３－１－３　市民意識の変革の取り組み

　３－１－４　関係団体との調整

取　　り　　組　　み　　事　　項 取          組          内          容

目　　標　　年　　度

継 続

継 続

継 続

継 続

継 続

継 続

継 続

継 続

継 続

実 施

検 討

-　8　-



南 丹 市 行 政 改 革 推 進 計 画 の 主 な 取 り 組 み

第３節　市民とともに高め合う行政サービスの向上

H29 H30 H31 H32 H33 所管窓口 実施担当

関   係   部   署

平成33年度目標取　　り　　組　　み　　事　　項 取          組          内          容

目　　標　　年　　度

マイナンバー制度に対応するために、既存の業務の進め方を見直

し、マイナンバー制度に適した事務フローとするとともに、情報の一

元化により業務改善につなげ、事務の効率化を図る。 - 業務担当課

市民サービスの向上につながる、電子申請・届出システム、証明書

のコンビニ交付の必要性や効果を検討し、導入を推進する。

市民環境課 業務担当課

市民を無作為抽出し、市民ニーズ等の調査を毎年実施する。

定住・企画

戦略課

業務担当課

４ 情報公開の推進

　情報公開及び個人情報保護制度の周知を行い、適切な運用を

図る。

総務課 業務担当課

５ 情報提供の推進

ホームページ及び広報紙等について、市民がよりわかりやすい情

報を発信する。また情報をより入手しやすくするための環境を整備

する。 情報政策課 業務担当課

ホームページ・メール配信等を活用した情報発信の強化、インター

ネットを利用した行政手続の電子化など多様化したＩＣＴを効果的

に活用し、市民サービスの向上につなげる。 情報政策課 業務担当課

区長会、市政懇談会等のあらゆる機会において、情報の提供を行

う。

情報政策課 業務担当課

　３－５－１　わかりやすい情報の発信

　３－５－２　ＩＣＴを活用した市民サービスの提供

　３－５－３　情報提供の場の提供

　３－３－４　マイナンバー制度による事務の効率化

　３－３－５　証明書等のコンビニ交付の検討

　３－３－６　市民ニーズ調査等の実施

　３－４－１　情報公開及び個人情報保護制度の周知

継 続

継 続

継 続

継 続

継 続

実 施

実 施

検 討

検 討
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